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器
名

克

（
近
出
等
）
大
保

（
新
收
等
）

克
罍
（
近
出
等
）
大
保
罍
（
新
收
等
）

時
代

西
周
早
期
（
成
王
期
）

出
土一

九
八
六
年
一
〇
月
一
四
日
―
十
一
月
三
〇
日
に
か
け
て
の
發
掘
作
業
中
、
北

京
房
山
區
琉
璃
河
墓
葬M

1193

か
ら
出
土
。

琉
璃
河
遺
跡
は
一
九
七
〇
年
代
よ
り
斷
續
的
に
何
度
か
の
發
掘
が
行
わ
れ
て
お

り
、
今
ま
で
に
二
〇
〇
座
以
上
の
墓
葬
が
發
見
さ
れ
て
い
る
が
、M

1193
は
そ

の
中
で
も
一
座
に
四
條
の
墓
道
が
あ
る
大
型
の
墓
葬
で
あ
る
。
發
見
時
こ
の
墓
は

旣
に
盜
掘
を
受
け
て
い
た
が
、
殘
さ
れ
て
い
た
二
〇
〇
餘
件
の
隨
葬
物
が
出
土
し

て
お
り
、

・
罍
・

と
い
っ
た
禮
器
、「
成
周
」
銘
の
あ
る
戈
、「

侯
舞
戈
」

銘
の
あ
る
戟
、「

侯
舞
」「

侯
舞
易
」
銘
の
あ
る
銅
泡
な
ど
を
含
む
兵
器
・
工

具
・
馬
具
・
裝
飾
品
と
い
っ
た
銅
器
、
玉
・
骨
・
角
・
烏
貝
・
漆
な
ど
を
材
料
と

し
た
多
く
の
器
物
が
見
付
か
っ
て
い
る
。

收
藏北

京
市
・
首
都
博
物
館

著
錄「

北
京
琉
璃
河1193

號
大
墓
發
掘
簡
報
」（『
考
古
』
一
九
九
〇
年
第
一
期
二
五

―
三
〇
頁
）
に
て
器
影
お
よ
び
銘

の
拓
本
が
發
表
さ
れ
た
。

『
近
出
殷
周
金

集
錄
』（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
二
年
、
九
四
二
・
九
八
七
）

『
新
收
殷
周
靑
銅
器
銘

曁
器
影
彙
編
』（
藝

印
書
館
、
二
〇
〇
六
年
、

一
三
六
七
・
一
三
六
八
）

考
釋

①
殷
瑋
璋
・
蘇
秉
琦
・
張
長
壽
・
陳
公
柔
・
王
世
民
・
李
學
勤
・
張
亞
初
・
劉
雨
・

杜
迺
松
・
劉
起
釪
「
北
京
琉
璃
河
出
土
西
周
有
銘
銅
器
座
談
紀
要
」（『
考
古
』

一
九
八
九
年
第
一
〇
期
）

②
張
亞
初
「
太
保
罍
、

銘

的
再
探
討
」（『
考
古
』
一
九
九
三
年
第
一
期
）

③
陳
平
「
克
罍
克

銘

及
其
相
關
問
題
」（『
考
古
』
一
九
九
一
年
第
九
期
）

④
陳
平
「
再
論
克
罍
、

銘

及
其
相
關
問
題
」（『
考
古
與

物
』
一
九
九
五
年

金
文
通
解

克

・
克
罍

齋

藤

加

奈



克

・
克
罍

八
〇

第
一
期
）

⑤
陳
平
「
初
燕
克
器
銘

〝
心
〞、〝
鬯
〞
辯
」（『
北
京

博
』
一
九
九
九
年
第
二
期
）

⑥
方
述
鑫
「
太
保
罍
、

銘

考
釋
」（『
考
古
與

物
』
一
九
九
二
年
第
六
期
）

⑦
李
學
勤
「
克
罍
克

的
幾
個
問
題
」（『
走
出
疑
古
時
代
』
遼
寧
大
學
出
版
社
、

一
九
九
四
年
）

⑧
劉
桓
「
關
于
琉
璃
河
新
出
太
保
二
器
的
考
釋
」（『
學
習
與
探
索
』
一
九
九
二
年

第
三
期
）

⑨
李
仲
操
「
燕
侯
克
罍

銘

簡
釋
」（『
考
古
與

物
』
一
九
九
七
年
一
期
）

⑩
杜
迺
松
「
克
罍
克

銘

新
釋
」（『
故
宮
博
物
院
院
刊
』
一
九
九
八
年
一
期
）

⑪
朱
鳳
瀚
「
房
山
琉
璃
河
出
土
之
克
器
與
西
周
早
期
的
召
公
家
族
」（『
遠
望
集

―
陝
西
省
考
古
硏
究
所
華
誕
四
十
周
年
紀
念

集
』陝
西
人
民
美
術
出
版
社
、

一
九
九
八
年
）

⑫
孫
華
「

侯
克
器
銘

淺
見

―
兼
談
建
燕
及
相
關
問
題
」（『

物
春
秋
』

一
九
九
二
年
第
三
期
）

⑬
殷
瑋
璋
「
新
出
土
的
太
保
銅
器
及
相
關
問
題
」（『
考
古
』
一
九
九
〇
年
第
一
期
）

⑭
楊
靜
剛
「
琉
璃
河
出
土
太
保
罍
、
太
保

考
釋
」（『
第
三
屆
國
際
中
國
古

字

學
硏
討
會
論

集
』
香
港
中

大
學
中
國
語
言
及

學
系
、
一
九
九
七
年
）

⑮
任
偉
「
西
周
燕
國
銅
器
與
召
公
封
燕
問
題
」（『
考
古
與

物
』
二
〇
〇
八
年
第

二
期
）

⑯
尹
盛
平
『
周
原

化
與
西
周

明
』（
江
蘇
敎
育
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
）

⑰
陳

「
燕
召
諸
器
銘

與
燕
召
宗
族
早
期
歷
史
的
兩
個
問
題
」（『
中
國
社
會
歷

史
評
論
』
第
一
卷
、
天
津
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
九
年
）

器
制克

通
高26.8

cm

口
徑14

cm

口
が
ひ
ろ
が
り
、蓋
に
接
す
る
部
分
は
角
張
っ
て
い
る
。前
に
注
ぎ
口
、

後
ろ
に
捉
手
が
あ
り
、
圓
形
で
、
頸
部
は
內
に
窄
ま
り
胴
部
は
鼓
の
よ

う
な
膨
ん
だ
形
狀
を
し
て
い
る
。
や
や
分
襠
（
器
の
腹
が
袋
狀
に
分
か

れ
て
い
る
）
で
、
襠
の
底
は
平
ら
に
近
く
、
下
に
四
條
の
圓
柱
足
が
あ

る
。
蓋
が
あ
っ
て
、
そ
の
上
に
半
環
形
の
つ
ま
み
が
あ
る
。
つ
ま
み
の

兩
端
に
は
各
々
一
對
の
凸
出
し
た
二
つ
の
目
と
角
を
組
み
合
わ
せ
た
獸

面
が
あ
る
。
つ
ま
み
と
捉
手
の
閒
は
鎖
で
繫
が
れ
て
い
て
、
捉
手
は
二

つ
の
目
と
二
つ
の
角
が
あ
る
獸
首
狀
に
作
ら
れ
て
い
る
。
蓋
と
頸
部
に

各
々
四
組
の
鳥
紋
が
飾
ら
れ
て
い
る
が
、
鳥
紋
の
長
尾
が
分
斷
さ
れ
て

い
な
い
と
い
う
特
徵
が
あ
る
。
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図
・
写
真
は
近
出
か
ら
引
用

克
罍

通
高32.7

cm

口
徑14

cm

雙
耳
閒
の
距
離27.2 cm

口
は
狹
く
、
な
だ
ら
か
で
蓋
に
接
す
る
部
分
は
角
張
っ
て
い
る
。
頸
は

短
く
な
で
肩
で
、
胴
部
は
鼓
の
よ
う
な
膨
ん
だ
形
狀
で
下
部
が
や
や
窄

ま
り
、
比

的
短
く
外
に
廣
が
っ
た
圈
足
（
圓
形
の
高
臺
）
が
あ
る
。

蓋
が
あ
り
、
蓋
の
上
に
は
圓
形
の
捉
手
が
あ
る
。
肩
部
に
獸
首
狀
の
、

半
環
形
で
耳
が
二
つ
付
い
た
リ
ン
グ
の
嵌
っ
た
捉
手
が
あ
る
。
下
腹
部

に
は
一
つ
の
獸
首
形
の
出
っ
張
り
が
あ
る
。
頸
部
に
凸
弦
紋
が
二
周
、

上
腹
部
に
凹
ん
だ
み
ぞ
が
一
周
あ
り
、
器
蓋
に
四
つ
、
肩
部
に
二
つ
ず

つ
分
か
れ
て
對
稱
的
な
圓
渦
紋
が
付
い
て
い
る
。

図
・
写
真
は
近
出
か
ら
引
用



克

・
克
罍

八
二

銘
罍
は
蓋
の
內
側
と
器
の
內
壁
沿
い
に
同
內
容
の
銘

が
各
四
三
字
、

は
蓋
の

內
側
と
器
の
內
側
沿
い
に
罍
と
同
じ
內
容
の
銘

が
あ
る
。
四
種
と
も
同
じ
內
容

だ
が
一
行
ご
と
の

字
數
は
異
な
っ
て
お
り
、
異
體
字
も
多
い
。

王
曰
、「
大
（
太
）
保
、（
唯
）
乃
明
（
盟
）
乃
鬯
、
享
弙
（
于
）
乃
辟
。
余
大
對

乃
亯
（
享
）、
令
（
命
）
克
걿
（
侯
）
弙
（
于
）

（
燕
）、
롆
（
事
）
변
（
羌
）・

馬
・
꽏
・
빅
（
雩
）・
馭
・
微
」。
克

（
來
）

（
燕
）
入
（
納
）
土
眔
（
逮
）

又
（
有
）
래
（
司
）。
用
乍
（
作
）
寶
깻
彝
。

罍
蓋
銘
（『
近
出
殷
周
金
文
集
録
』
九
八
七
）

蓋
銘
（『
近
出
殷
周
金
文
集
録
』
九
四
二
）

王
曰
、大
（
太
）
保
、隹
（
唯
）
乃
明
（
盟
）
乃
鬯
、享
弙
（
于
）
乃
辟
。

大
保
は

獻
に
も
見
ら
れ
る
周
初
の
太
保
・
召
公
奭
の
こ
と
。
明
と
鬯
の
讀
み

方
は
、
祭
名
と
釋
す
る
②
張
亞
初
や
③
④
⑤
陳
平
・
⑥
方
述
鑫
ら
の
說
と
、
太
保

の
人

に
對
す
る
形
容
と
解
す
る
⑦
李
學
勤
・
⑧
劉
桓
・
⑨
李
仲
操
・
①
⑩
杜
迺

松
・
⑪
朱
鳳
瀚
・
⑮
任
偉
ら
の
說
な
ど
、
大
き
く
分
け
れ
ば
二
種
が
存
在
し
、
そ

れ
ぞ
れ
明
は
盟
、
鬯
は
心
（
李
學
勤
）、
暢
（
杜
迺
松
）
と
も
解
さ
れ
る
。
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鬯
の
一
般
的
な
字
形
が

・

で
あ
る
の
に
對
し
、
心
は

・

で
あ
る
。

問
題
の
字
は
克

・
克
罍
の
器
蓋
と
器
腹
に
計
四
字
が
存
在
す
る
が
、
③
陳
平
の

指
摘
で
は

は
蓋
・
腹
と
も

、
罍
は
蓋
が

で
腹
が

と
い
う
字
形
と

な
っ
て
い
る
。

の

字
は
心
字
に
も
多
少
類
似
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
鬯

（

）
字
の
省
略
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
鬯
と
は
香
酒
の
こ
と
で
あ
り
、

甲
骨

で
は
祭
名
と
し
て
も
用
い
ら
れ
る
。

盟
を
②
張
亞
初
は
肉
⻝
の
祭
、
鬯
を
酒
祭
と
想
定
し
て
お
り
、
ま
た
⑫
孫
華
は

盟
を
祭
祀
品
の
名
稱
が
祭
名
に
變
化
し
た
も
の
と
い
い
、
③
④
⑤
陳
平
は
盟
誓
を

行
う
こ
と
と
解
釋
し
て
い
る
。

鬯
を
心
で
は
な
く
鬯
と
讀
み
、
か
つ
明
字
を
盟
祭
で
は
な
く
そ
の
ま
ま
明
と

讀
む
立
場
と
し
て
は
、「
汝
は
明
（
形
容
詞
）」
と
讀
み
、
そ
の
部
分
で

を
區
切

る
①
⑬
殷
瑋
璋
・
⑯
尹
盛
平
・
⑭
楊
靜
剛
ら
の
說
と
、
明
を
明
堂
で
行
う
祭
と
解

す
る
⑥
方
述
鑫
な
ど
が
い
る
が
、「
乃
明
乃
鬯
」
が
對
句
表
現
に
見
え
る
こ
と
か

ら
、
②
張
亞
初
の
言
う
明
・
鬯
の
字
義
が
相
近
い
、
或
い
は
相
對
的
で
あ
る
に
違

い
な
い
と
い
う
主
張
は
妥
當
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
明
（
盟
）・
鬯
と
も
に
祭
名
を

列
擧
し
て
い
る
と
す
る
立
場
を
取
り
た
い
が
、
盟
祭
が
具
體
的
に
ど
の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
か
は
こ
の

だ
け
で
は
判
斷
し
難
い
。

中
に
四
處
あ
る
乃
字
は
、
助
字
の
「
す
な
は
ち
」
と
讀
む
べ
き
か
、
或
い
は

二
人
稱
主
格
「
な
ん
ぢ
は
」、
二
人
稱
領
格
「
な
ん
ぢ
の
」、
副
詞
「
こ
こ
に
（
お

い
て
）」な
ど
、讀
み
方
に
諸
說
あ
っ
て
判
然
と
し
な
い
。
同
樣
の

例
は『
尙
書
』

の
大
禹
謨
「
乃
聖
乃
神
、
乃
武
乃

」、
君
牙
「
惟
乃
祖
乃
父
」、『
毛
詩
』
小
雅
・

鴻
鴈
之
什
・
斯
干
「
乃
安
斯
寢
、
乃
寢
乃
興
」
な
ど
が
存
在
す
る
。
大
禹
謨
・
斯

干
は
加
藤
常
賢
、
石
川
忠
久
、
高
田
眞
治
な
ど
の
和
譯
で
は
共
に
乃
を
「
す
な
は

ち
」
と
釋
し
て
い
る
が
、
大
禹
謨
の

を
⑩
杜
迺
松
は
「
汝
は
聖
（
後
略
）」
と

二
人
稱
主
格
と
し
て
讀
ん
で
お
り
、ま
た
斯
干
に
關
し
て
王
引
之
は『
經
傳
釋
詞
』

で
「
斯
は
な
ほ
乃
の
如
き
な
り
、
斯
も
ま
た
乃
な
り
、
互

の
み
」
と
言
い
、
乃

も
ま
た
斯
と
同
じ
く
「
こ
こ
に
」
と
讀
む
べ
き
で
あ
る
と
示
唆
し
て
い
る
な
ど
、

人
に
よ
っ
て
解
釋
は
異
な
っ
て
い
る
。
君
牙
に
お
け
る
乃
は
前
後
の

脈
か
ら
も

「
な
ん
ぢ
の
」
の
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
判
斷
出
來
る
。

西
周
金

の
用
例
に
お
い
て
は
、君
夫
簋
（
集
成
四
一
七
八
）「
儥
求
乃
友
」【
汝

の
友
に
儥
求
す
】、
曶
鼎
（
集
成
二
八
三
八
）「
令
（
命
）
女
（
汝
）
뜏
（
賡
）
乃

且
（
祖
）
考
랡
（
司
）
卜
事
」【
汝
に
命
じ
て
汝
の
祖
考
を
つ
ぎ
卜
事
を
司
ら
し
む
】

な
ど
二
人
稱
領
格
と
讀
む
例
が
大
半
で
あ
る
が
、
西
周
早
期
の
땚
簋
（『

物
』

二
〇
〇
九
年
第
二
期
）「
乃
令
（
命
）
땚
랑
（
司
）
三
族
、
爲
땚
室
」【
す
な
は
ち

땚
に
命
じ
て
三
族
を
司
ら
し
め
、
땚
の
室
と
爲
さ
し
む
】、
西
周
中
期
の
史
密
簋

（
近
出
四
八
六
）「
乃
執
啚
（
鄙
）

亞
」【
す
な
は
ち
啚
（
鄙
）

亞
を
執
る
】、

西
周
晩
期
の
噩
侯
鼎
（
集
成
二
八
一
〇
）「
噩
（
鄂
）
걿
（
侯
）
뽨
（
馭
）
方
內
（
納
）

壺
于
王
、乃
쐥
（

）
之
」【
鄂
侯
馭
方
壺
を
王
に
納
め
、す
な
は
ち
こ
れ
を

す
】、

五
年
琱
生
尊
（『

物
』
二
〇
〇
七
年
第
八
期
）「
其
냦
（
兄
）
公
、其
弟
乃
余
」【
そ

の
兄
は
公
、
そ
の
弟
は
す
な
は
ち
余
】
な
ど
乃
を
「
す
な
は
ち
」
の
意
で
讀
め
る

用
例
が
他
に
も
複
數
あ
る
こ
と
、
特
に
西
周
早
期
の
땚
簋
の
事
例
を
鑑
み
て
、
本

器
の
作
ら
れ
た
西
周
早
期
に
は
旣
に
乃
を
助
字
と
し
て
用
い
て
い
た
可
能
性
が
高

い
と
考
え
ら
れ
る
。
本
器
で
も
「
乃
」
を
助
字
の
「
す
な
は
ち
」
と
讀
む
こ
と
に

問
題
は
な
い
と
考
え
る
。

辟
字
の
形
狀
は
や
や
特
殊
だ
が
、
西
周
早
期
の
辟
東
作
父
乙
尊
（
集
成

五
八
六
九
）
の
字
形
に
近
い
。
辟
と
は
『
爾
雅
』
釋
詁
に
「
君
な
り
」
と
あ
り
、
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君
主
の
こ
と
で
あ
る
。
⑥
方
述
鑫
や
⑭
楊
靜
剛
は
『
尙
書
』

侯
之
命
「
汝
肇
刑

武
、
用
會
紹
乃
辟
、
追
孝
于
前

人
」【
汝
は
じ
め
て

武
に
の
つ
と
り
、
も

つ
て
汝
の
辟
を
會
紹
し
、
前
の

人
を
追
孝
せ
よ
】
な
ど
を
根
據
に
先
王
の
こ
と

で
あ
る
と
言
う
が
、

侯
之
命
の

か
ら
も
特
に
辟
が
先
王
と
限
定
さ
れ
る
よ
う

に
は
讀
め
ず
、
こ
こ
で
も
當
世
の
周
王
を
指
す
と
考
え
て
矛
盾
は
な
い
。

享
と
は
獻
上
物
を
受
け
る
と
い
う
意
が
あ
る
他
、『
爾
雅
』
釋
詁
「
會
人
」
に

注
し
て
「
獻
⻝
物
曰
享
」【
⻝
物
を
獻
ず
る
を
享
と
曰
ふ
】
と
あ
り
、
こ
の

に

お
い
て
は
獻
上
す
る
の
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
最
初
に
太
保
に
よ
る
盟
祭
と
鬯

祭
を
行
い
、
そ
の
享
に
應
え
る
と
い
う
答
禮
の
形
式
を
用
い
て
封
建
儀
禮
が
行
わ

れ
た
の
で
あ
る
。
他
の
封
建
を
記
す
銘

中
で
は
省
略
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で

の
燕
の
封
建
だ
け
で
な
く
、
受
封
者
（
或
い
は
そ
の
關
係
者
）
に
よ
る
盟
祭
・
鬯

祭
が
ひ
ろ
く
一
連
の
封
建
儀
禮
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
可
能
性
も
存
在
す
る
。

余
大
對
乃
亯
（
享
）、
令
（
命
）
克
걿
（
侯
）
弙
（
于
）

、

は
燕
國
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
銘

中
で
最
も
重
大
な
問
題
は
、

中
で
王
に
任
命
さ
れ
て
い
る
受
封
者

が
誰
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
目
下
の
と
こ
ろ
、
受
封
者
が
太
保
（
召
公
）
で

あ
り
、克
は
助
動
詞
と
し
て
「
よ
く
」
な
ど
と
讀
む
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
說
（
①

⑬
殷
瑋
璋
・
②
張
亞
初
・
①
劉
起
釪
・
⑧
劉
桓
・
⑥
方
述
鑫
・
⑭
楊
靜
剛
な
ど
）

と
、
克
を
人
名
と
し
、
召
公
の
長
子
で
初
代
燕
侯
で
あ
る
と
考
え
る
說
（
①
張
長

壽
・
①
陳
公
柔
・
①
王
世
民
・
①
劉
雨
・
①
⑩
杜
迺
松
・
①
⑦
李
學
勤
・
⑤
陳
平
・

⑪
朱
鳳
瀚
・
⑨
李
仲
操
・
⑫
孫
華
・
⑰
陳

・
⑮
任
偉
・
⑯
尹
盛
平
な
ど
）
と
が

併
存
し
て
い
る
が
、
作
器
年
代
は
槪
ね
成
王
期
で
諸
說
一
致
し
て
い
る
。

こ
の
器
を
成
王
期
の
作
と
考
え
る
根
據
は
複
數
存
在
し
て
い
る
。
①
陳
公
柔
な

ど
は
、『
尙
書
』
君
奭
序
の
い
う
「
召
公
爲
保
、
周
公
爲
師
、
相
成
王
爲
左
右
」【
召

公
保
と
な
り
、
周
公
師
と
な
り
、
成
王
を
相
け
左
右
と
な
る
】
や
『
史
記
』
燕
召

公
世
家
の
「
其
在
成
王
時
、
召
公
爲
三
公
。
自
陝
以
西
、
召
公
主
之
」【
そ
れ
成

王
の
時
に
在
り
て
、
召
公
三
公
と
な
る
。
陝
よ
り
以
西
、
召
公
こ
れ
を
つ
か
さ
ど

る
】、『
史
記
』
周
本
紀
「
成
王
旣
遷
殷
遺
民
…
召
公
爲
保
、周
公
爲
師
、東
伐
淮
夷
、

殘
奄
、
遷
其
君
薄
姑
」【
成
王
旣
に
殷
の
遺
民
を
遷
し
…
召
公
保
と
な
り
、
周
公

師
と
な
り
、
東
の
か
た
淮
夷
を
伐
ち
、
奄
を
殘
し
、
其
の
君
薄
姑
を
遷
す
】
な
ど

の
記
述
か
ら
、
成
王
期
に
初
め
て
周
公
が
太
保
の
位
に
任
命
さ
れ
た
と
考
え
、
銘

中
に「
太
保
」の
語
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
の
器
が
成
王
期
の
作
で
あ
る
と
す
る
。

ま
た
⑪
朱
鳳
瀚
は
、
克

・
克
罍
の
發
現
し
た
琉
璃
河M
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墓
か
ら
「
成
周
」

と
記
さ
れ
た
戈
（
近
出
一
〇
九
七
）
が
併
出
し
て
い
る
こ
と
に
著
目
し
、
同
墓
が

少
な
く
と
も
成
周
建
成
（『
今
本
竹
書
紀
年
』
で
は
成
王
五
年
）
よ
り
後
に
作
ら

れ
た
證
左
で
あ
る
と
考
え
る
。
ま
た
、
⑯
尹
盛
平
は
器
形
に
著
目
し
、
蓋
沿
と
頸

下
に
あ
る
大
鳥
紋
の
長
尾
が
分
斷
さ
れ
て
い
な
い
、
こ
の
種
の
鳥
紋
は
武
王
期
に

は
存
在
せ
ず
、
成
王
期
に
初
め
て
出
現
し
た
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

作
器
者
す
な
わ
ち
受
封
者
は
召
公
本
人
で
は
な
く
克
と
い
う
名
の
召
公
の
子
で

あ
る
と
釋
す
る
方
が
よ
り
妥
當
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
九
七
五
年
琉
璃
河

M
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か
ら
出
土
し
た
菫
鼎
（
集
成
二
七
〇
三
）
で
は
「

（
燕
）
걿
（
侯
）
令

（
命
）
菫
、
뼨
（
飴
）
大
（
太
）
保
弙
（
于
）
宗
周
。
庚
申
、
大
（
太
）
保
賞
菫

貝
、
用
乍
（
作
）
大
子
癸
寶
깻
뢓
」【
燕
侯
菫
に
命
じ
、
太
保
を
宗
周
に
お
い
て

飴
い
せ
し
む
。
庚
申
、太
保
菫
に
貝
を
賞
し
、も
つ
て
大
子
癸
の
寶
깻
뢓
を
作
る
】
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と
い
い
、
菫
の
主
人
で
あ
る
燕
侯
と
は
別
に
太
保
（
召
公
）
が
宗
周
に
在
住
し
、

使
者
で
あ
る
菫
を
勞
っ
て
い
る
と
讀
む
こ
と
が
出
來
る
。
召
公
は
長
命
で
康
王
の

在
位
時
ま
で
生
き
た
と
す
る
傳
承
が
存
在
し
、『
尙
書
』
顧
命
で
も
「
成
王
將
崩
、

命
召
公
畢
公
、率
諸
侯
相
康
王
、作
顧
命
」【
成
王
將
に
崩
ぜ
む
と
す
る
に
、召
公
・

畢
公
に
諸
侯
を
率
ゐ
て
康
王
を
相
け
む
こ
と
を
命
じ
、
顧
命
を
作
る
】
と
、
畢
公

と
共
に
成
王
か
ら
後
事
を
託
さ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

宋
の
裴

に
よ
る
『
史
記
』
燕
召
公
世
家
・
集
解
に
は
「
亦
以
元
子
就
封
、
而

次
子
留
周
室
代
爲
召
公
。
至
宣
王
時
、
召
穆
公
虎
其
後
也
」【
亦
た
元
子
を
以
て

就
封
せ
し
め
、而
し
て
次
子
周
室
に
留
ま
り
代
よ
召
公
た
り
。宣
王
の
時
に
至
り
、

召
穆
公
虎
は
其
の
後
な
り
】
と
い
い
、
召
公
が
燕
に
赴
か
ず
そ
の
長
子
が
封
建
さ

れ
た
と
い
う
後
代
の
說
が
以
前
か
ら
存
在
し
た
が
、
克

・
克
罍
の
銘

に
よ
っ

て
そ
の
可
能
性
が
よ
り
高
く
な
っ
た
。
周
公
の
魯
に
お
い
て
も
、『
史
記
』
魯
周

公
世
家
「
於
是
卒
相
成
王
、
而
使
其
子
伯
禽
代
就
封
於
魯
」【
こ
こ
に
於
い
て
卒

に
成
王
を
相
け
、而
る
に
其
の
子
伯
禽
を
し
て
代
は
り
に
魯
に
就
封
せ
し
む
】、『
毛

詩
』
魯
頌
・

宮
「
王
曰
、
叔
父
、
建
爾
元
子
、
俾
侯
于
魯
。
大
啓
爾
宇
、
爲
周

室
輔
」【
王
曰
は
く
、
叔
父
よ
、
爾
の
元
子
を
建
て
、
魯
に
侯
た
ら
し
む
。
大
い

に
爾
の
宇
を
啓
き
、
周
室
の
輔
と
な
れ
】
の
記
述
か
ら
、
周
公
の
長
子
で
あ
る
伯

禽
が
魯
侯
と
し
て
封
建
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
。

롆
（
事
）
변
（
羌
）・
馬
・
꽏
・
빅
（
雩
）・
馭
・
微
。

롆
は
事
、
或
い
は
吏
と
字
釋
出
來
、「
つ
か
へ
し
む
」
ま
た
は
「
吏
た
ら
し
む
」

と
讀
む
こ
と
が
出
來
る
。
ど
ち
ら
で
も

意
は
通
る
が
、
こ
こ
で
は
事
と
釋
し
て

お
く
。
羌
か
ら
微
（
或
い
は
꽏
）
ま
で
は
民
族
名
を
列
擧
し
て
い
る
が
、
彼
ら
は

領
土
と
共
に
克
へ
と
賜
與
さ
れ
た
人
々
で
あ
る
。
木
村
秀
海
「
西
周
時
代
の
身

分
制
」（『
關
西
學
院
史
學
』
第
三
九
號
、
二
〇
一
二
年
）
で
は
、
롸
作
周
公
簋

（
集
成
四
二
四
一
）
の
州
人
・
重
人
・

人
を
賜
與
す
る
例
、
宜
侯
夨
簋
（
集
成

四
三
二
〇
）
の
宜
王
人
十
又
七
姓
・
鄭
七
伯
・
盧
千
又
五
十
夫
・
宜
庶
人
六
百
又

十
六
夫
を
賜
與
す
る
例
な
ど
を
根
據
と
し
て
、
采
土
の
賜
與
や
諸
侯
の
封
建
の
際

に
は
士
や
庶
民
の
階
層
か
ら
な
る
邑
人
が
賜
與
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し

て
い
る
。ま
た
同
論

で
は
大
盂
鼎（
集
成
二
八
三
七
）の「
껜（
遷
）自
氒（
厥
）土
」

【
厥
の
土
よ
り
遷
せ
】
を
根
據
に
、
賜
與
さ
れ
た
邑
人
が
新
た
な
封
地
に
移
住
さ

せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

羌
方
や
馬
方
は
殷
の
西
方
に
居
住
す
る
敵
對
民
族
と
し
て
甲
骨

に
頻
見
し
て

お
り
、

獻
に
お
い
て
も
、『
尙
書
』
牧
誓
に
「
王
曰
『
嗟
我
友
邦
冢
君
・
御
事
・

司
徒
・
司
馬
・
司
空
・
亞
旅
・
師
氏
・
千
夫
長
・
百
夫
長
、
及
庸
・
蜀
・
羌
・
髳
・

微
・
盧
・
彭
・
濮
人
、
稱
爾
戈
、
比
爾
干
、
立
爾
矛
、
豫
其
誓
』」【
王
曰
は
く
『
あ

あ
我
が
友
邦
冢
君
・
御
事
・
司
徒
・
司
馬
・
司
空
・
亞
旅
・
師
氏
・
千
夫
長
・
百

夫
長
、
及
び
庸
・
蜀
・
羌
・
髳
・
微
・
盧
・
彭
・
濮
の
人
、
爾
の
戈
を
あ
げ
、
爾

の
干
を
な
ら
べ
、
爾
の
矛
を
立
て
よ
。
豫
そ
れ
誓
は
む
』】
と
、
諸
民
族
が
周
に

協
力
し
殷
と
の
戰
に
參
加
し
た
と
い
う
記
述
が
見
え
る
。

꽏
・
雩
・
馭
・
微
の
う
ち
、
꽏
は
甲
骨
に
見
え
る
虘
方
と
同
じ
も
の
と
考
え
ら

れ
、
現
に
Ⅲ
期
卜
辭
中
で
は
꽏
字
に
作
ら
れ
て
い
る
も
の
も
見
え
る
。
牧
誓
の
盧

（
疏
で
東
蜀
之
西
北
と
さ
れ
る
）
で
あ
る
と
も
言
わ
れ
る
が
、
殷
代
の
「
듗
꽏
」

銘
が
記
さ
れ
た
靑
銅
器
一
九
件
は
一
九
八
一
年
山
東
費
縣
で
出
土
し
た
と
傳
え
ら

れ
て
お
り
、
꽏
が
東
國
で
あ
っ
た
可
能
性
も
充
分
に
存
在
す
る
。
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微
は
甲
骨

に

・

・

の
字
形
で
頻
出
す
る
。
徵
兵
や
征
伐
對
象
と

し
て
の
用
例
が
見
ら
れ
、
そ
の
居
住
地
は
Ⅰ
―
Ⅴ
期
を
通
し
て
敵
對
方
國
と
の
戰

い
の
前
線
と
な
っ
て
い
る
。
牧
誓
の
疏
に
「
微
在
巴
蜀
者
」【
微
は
巴
蜀
に
在
る

者
】
と
言
い
、
今
の
重
慶
に
居
住
し
て
い
た
民
族
と
さ
れ
て
い
る
が
、
考
古
學
的

資
料
に
よ
る

化
の
傳
播
狀
況
を
鑑
み
る
と
當
時
の
殷
の
勢
力
が
四
川
に
ま
で
及

ん
で
い
た
可
能
性
は
低
い
。
Ⅲ
期
で
は

（
꽏
）方
を
征
伐
す
る
の
に

（
微
）

を
用
い
よ
う
と
す
る
用
例
（
合
集
二
七
九
九
六
「

微
用

于
之
、

꽏
方

不
雉
」）
が
あ
り
、
꽏
の
近
鄰
に
あ
っ
た
方
國
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
西
周
期

の
史
牆
盤
（
集
成
一
〇
一
七
五
）
に
は
微
氏
の
祖
先
が
周
武
王
の
時
代
に
服
屬
し

た
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
西
周
中
期
の
微
伯
鬲
（
集
成
五
一
六
―
五
二
〇
）
微
仲

鬲
（
集
成
五
二
一
）
微
伯
묬
匕
（
集
成
九
七
二
・
九
七
三
）
な
ど
は
い
ず
れ
も
陝

西
省
の
扶
風
縣
や
寶
鷄
市
か
ら
出
土
し
て
お
り
、
西
周
期
以
降
は
微
の
指
導
者
層

の
一
族
が
周
の
畿
內
に
住
む
貴
族
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
出
來
る
。『
路
史
』

國
名
紀
に
は
今
の
岐
山
眉
縣
が
微
氏
の
封
地
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

馭
は
、
①
陳
公
柔
・
⑬
殷
瑋
璋
は
殷
代
の
御
方
と
考
え
て
い
る
。
古
代
に
お
い

て
は
馭
と
御
は
通
用
す
る
字
で
あ
る
の
で
、
あ
る
程
度
の
說
得
力
は
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
御
方
は
主
に
Ⅰ
期
の
甲
骨

中
に
登
場
す
る
。「
□
寅
卜
賓
貞
、
令

多
馬
・
羌
・
御
方
」（
合
集
六
七
六
一
）
な
ど
の

例
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、
馬

や
羌
と
同
じ
括
り
で
認
識
さ
れ
て
い
た
異
民
族
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

⑬
殷
瑋
璋
は
雩
を
殷
代
の
盂
方
、
①
陳
公
柔
は
周
代

國
と
考
え
て
い
る
。

國
は『
左
傳
』杜
注
に
河
內
野
王
縣
西
北
に
あ
る
と
い
い
、王
國
維
は『
觀
堂
別
集
』

「
殷
墟
卜
辭
中
所
見
地
名
考
」
の
中
で

と
殷
代
の
盂
が
同
じ
も
の
で
あ
る
と
考

え
て
お
り
、
殷
說
と
陳
說
は
同
說
と
見
な
し
て
良
い
か
も
し
れ
な
い
。
①
王
世
民

は
雩
を
鄠
（
漢
の
右
扶
風
鄠
縣
、『
漢
書
』
地
理
志
注
「
古
國
有
扈
谷
亭
、
卽
夏

啓
所
伐
有
扈
國
也
」【
古
國
に
扈
谷
亭
有
り
、
卽
ち
夏
啓
の
伐
ち
し
所
の
有
扈
國

な
り
】）
の
略
字
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
雩
を
民
族
名
と
見
な
さ
な
い
⑩
杜
迺
松
の
說
も
あ
る
。
金

に
頻
見
す

る
他
の
雩
字
が
族
名
と
し
て
で
は
な
く
介
詞
（
于
）
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
そ
れ
な
り
に
說
得
力
を
有
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
杜
說
で
は
馭

長（
微
）を
地
名
と
し
、上
記
の
民
族
を
そ
の
地
に
移
住
さ
せ
た
と
解
釋
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
族
名
は
殷
代
甲
骨
に
頻
見
す
る
一
方
で
、
姜
姓
諸
侯
や
微
伯
一
族
な

ど
貴
族
の
姓
氏
と
し
て
の
用
例
を
除
け
ば
、
西
周
以
降
で
は
民
族
名
と
し
て
使
わ

れ
る
例
が
極
端
に
少
な
い
。
克
殷
や
三
監
の
亂
、
踐
奄
な
ど
を
通
じ
新
た
に
周
の

支
配
下
に
入
っ
た
諸
族
は
、
封
建
や
そ
れ
に
伴
う
移
住
な
ど
を
經
て
、
各
々
が
周

に
屬
す
る
大
夫
・
士
・
庶
人
と
し
て
新
た
な
身
分
制
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
こ
の
銘

で
殷
代
と
共
通
す
る
族
名
が
複
數
見
え
る
の

は
、
周
の
支
配
體
制
が
成
立
し
て
閒
も
な
い
、
各
民
族
が
政
治
・

化
的
に
混
交

し
て
い
く
過
渡
期
で
あ
っ
た
周
初
と
い
う
時
代
を
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

克

（
來
）

入
土
眔
（
逮
）
又
（
有
）
래
（
司
）。
用
乍
（
作
）
寶
깻
彝
。

、
或
い
は
下
に
止
を
加
え
た

字
は
隸
定
が
難
し
い
が
、

脈
か
ら
判
斷

す
れ
ば
就
封
す
る
、
赴
く
な
ど
に
類
す
る
意
味
の
動
詞
で
あ
る
と
推
測
出
來
る
。

字
に
止
を
加
え
る
こ
と
で
、
移
動
に
關
連
し
た
語
句
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し

て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

⑫
孫
華
は

を
寁
と
釋
し
、『
說

解
字
』「
寁
、
居
之
速
也
」、『
毛
詩
』
鄭
風
・
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遵
大
路
「
無
我
惡
兮
。
不
寁
故
也
」
の
疏
「
傳
寁
速
。
正
義
曰
釋
詁

舍
人
曰
寁

意
之
速
」【
傳
、
寁
は
速
き
な
り
。
正
義
曰
は
く
、
釋
詁

舍
人
寁
の
意
速
く
之

く
と
曰
ふ
】
な
ど
の
用
例
か
ら
、
速
く
燕
の
封
地
へ
赴
き
就
國
す
る
の
意
で
あ
る

と
す
る
。
ま
た
⑩
杜
迺
松
は
宅
（

）
の
異
體
字
で
あ
る
と
釋
し
、
땚
尊
（
集

成
六
〇
一
四
）「
隹
王
初
껜
宅
于
成
周
」
の
用
例
を
引
き
、
そ
の
類
似
を
述
べ
て

い
る
。
①
李
學
勤
は
疆
垂
の
垂
（

）
と
釋
し
、
燕
の
疆
界
の
よ
う
な
意
味
で

あ
る
と
し
て
い
る
。
②
張
亞
初
は

と
釋
し
、『
說

解
字
』「

、
綴
聯
也
」
に

よ
り
綴
聯
・
中
止
の
意
と
す
る
。
①
張
長
壽
は

（
걿
・
侯
）
の
異
體
字
と
釋
し
、

ま
た
⑮
任
偉
は

（
寓
）
の
異
體
字
と
釋
す
。

字
形
を
見
る
限
り
、
李
學
勤
の
垂
說
以
外
の
諸
說
は
い
ず
れ
も
從
い
難
く
、
ま

た
垂
は
字
義
を
鑑
み
る
に

中
の
動
詞
の
意
味
で
は
釋
讀
し
難
い
。
宀
の
下
の
部

分
は
來
（

・

）
字
に
や
や
近
く
、
そ
の
訛
變
し
た
も
の
で
あ
る
よ
う
に
見

え
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は

と
隸
定
し
「
き
た
る
」
の
意
味
で
あ
る
と
釋
す

こ
と
に
す
る
。

래
字
の
前
に
あ
る
一
字
は
、罍
蓋
で
は
氒
（
厥
）、
蓋
で
は
又
（
有
）
字
と
な
っ

て
お
り
、
一
方
が
字
形
の
類
似
に
よ
る
書
き
閒
違
い
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
司

は

中
で
は
燕
國
の
官
吏
を
指
す
語
と
な
っ
て
い
る
が
、
有
司
と
い
う
語
は

獻

や
他
の
金

中
で
も
頻
見
さ
れ
る
語
句
で
あ
る
一
方
、
厥
司
と
い
う
語
は
他
に
例

が
見
ら
れ
な
い
。
よ
っ
て
、
こ
こ
で
は
有
司
と
字
釋
す
る
の
が
妥
當
で
あ
る
。
眔

は
、
作
册
令
方
尊
（
集
成
六
〇
一
六
）・
作
册
令
方
彝
（
集
成
九
九
〇
一
）
に
見

え
る
「
眔
卿
事
寮
眔
者
尹
、
眔
里
君
眔
百
工
、
眔
者
（
諸
）
侯
侯
田
男
」
と
同
樣

の
表
現
で
あ
り
、
以
下
の
者
と
共
に
そ
れ
を
行
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

訓
讀王

曰
は
く
「
太
保
、
こ
れ
す
な
は
ち
盟
し
、
す
な
は
ち
鬯
し
、
汝
の
辟
に
享
す
。

余
大
い
に
汝
の
享
に
こ
た
へ
、
克
に
命
じ
て
燕
に
侯
た
ら
し
め
、
羌
・
馬
・
꽏
・

雩
・
馭
・
微
を
つ
か
へ
し
む
」。克
燕
に
來
た
り
て
土
に
入
る
に
有
司
と
と
も
に
す
。

も
つ
て
寶
깻
彝
を
作
る
。

現
代
語
譯

王
が
仰
る
に
は
「
太
保
よ
、
お
前
は
盟
祭
し
鬯
祭
し
、
そ
れ
を
お
前
の
君
主
へ

捧
げ
た
。
私
は
大
い
に
お
前
の
捧
げ
物
に
答
え
て
克
を
燕
國
の
侯
に
任
命
し
、羌
・

馬
・
꽏
・
雩
・
馭
・
微
を
仕
え
さ
せ
る
こ
と
と
す
る
」。
克
は
燕
へ
と
赴
き
、
官

吏
と
共
に
領
地
へ
と
入
っ
た
。
そ
れ
に
よ
り
寶
깻
彝
を
作
る
こ
と
と
し
た
。

參
考著

錄
集
に
收
錄
さ
れ
て
い
る
、
銘

の
記
さ
れ
た
琉
璃
河
遺
跡
出
土
靑
銅
器
は

全
六
三
個
（
集
成
に
三
九
個
、
近
出
・
新
收
に
共
通
し
て
著
錄
さ
れ
て
い
る
も
の

一
六
個
、
近
出
に
の
み
見
え
る
も
の
六
個
、
新
收
に
の
み
見
え
る
も
の
二
個
）
あ

る
が
、
そ
の
う
ち
克
罍
・
克

と
同
じM

1193

か
ら
出
土
し
た
も
の
は

・

侯
舞
戟
（
近
出
一
一
二
七
、
新
收
一
三
六
三
）「

侯
舞
戈
」
※
簡
報
に
よ

る
と
出
土
戟
四
個

・
成
周
戈（
近
出
一
〇
九
七
・
一
〇
九
八
、新
收
一
三
六
四
・
一
三
六
五
）「
成
周
」

・

戈
（
近
出
一
〇
七
九
、
新
收
一
三
六
六
）「

」

・

侯
舞
銅
泡
（
近
出
一
二
五
三
、
新
收
一
三
六
九
）「

侯
舞
昜
」

・

侯
舞
銅
泡
（
近
出
二
一
三
四
一
、
新
收
一
三
七
〇
）「

侯
舞
」
※
簡
報
に



克

・
克
罍

八
八

よ
る
と
出
土
銅
泡
は
一
八
個

と
、
克
器
以
外
は
い
ず
れ
も

字
數
の
少
な
い
も
の
で
あ
る
。

侯
舞
は
西
周
早
期
の

（
燕
）
侯
の
名
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、M

1193

の
他
に
もM

252
か
ら

侯
舞
の
名
が
見
え
る
銅
泡
が
發
見
さ
れ
て
お
り
、
た
だ

ち
に
舞
がM

1193
の
被
葬
者
で
あ
る
と
は
斷
言
し
難
い
。『
史
記
』
燕
召
公
世
家

は
召
公
よ
り
惠
侯
に
至
る
九
世
の
名
が
失
わ
れ
て
い
る
と
記
し
て
お
り
、
舞
と
克

の
關
係
も
明
ら
か
で
な
い
こ
と
か
ら
、
克
がM

1193

の
被
葬
者
で
あ
る
と
結
論

付
け
る
こ
と
も
同
じ
く
難
し
い
と
思
わ
れ
る
。

燕
國
に
關
係
す
る
克
・
舞
以
外
の
西
周
早
期
の
人
物
と
し
て
、

侯
旨
作
父
辛

鼎
・

侯
旨
鼎
の
作
器
者
で
あ
る

侯
旨
が
い
る
他
、
淸
の
道
光
・
咸
豐
年
閒
に

山
東
省
壽
張
縣
か
ら
發
見
さ
れ
た
梁
山
七
器
の
う
ち
닖
作
父
辛

・
伯
憲

・
伯

龢
鼎
に
共
通
し
て
名
の
擧
が
る
멽
伯
父
辛
（
父
辛
）
が
或
い
は

侯
旨
作
父
辛
鼎

の
父
辛
と
同
一
人
物
で
、
닖
・
伯
憲
・
伯
龢
の
三
人
が
い
ず
れ
も

侯
の
一
族
で

あ
る
と
見
な
す
說
が
舊
來
は
有
力
で
あ
っ
た
。

・

侯
旨
作
父
辛
鼎
（
集
成
二
二
六
九
）

（
燕
）
걿
（
侯
）
旨
乍
（
作
）
父
辛
깻

・

侯
旨
鼎
（
集
成
二
六
二
八
）

（
燕
）
걿
（
侯
）
旨
初
見
事
于
宗
周
、
王
賞
旨
貝
廿
朋
、
用
乍
（
作
）
又

（
有
）
始
（
姒
）
寳
깻
彝

・
닖
作
父
辛

（
集
成
五
三
一
三
）

닖
乍
（
作
）
父
辛
깻
彝
、
읇
（
亞
兪
）

・
伯
憲

（
集
成
九
四
三
〇
）

白
（
伯
）
늭
（
憲
）
乍
（
作
）
멽
（
召
）
白
（
伯
）
父
辛
寳
깻
彝

・
伯
龢
鼎
（
集
成
二
四
〇
七
）

白
（
伯
）
龢
乍
（
作
）
멽
（
召
）
白
（
伯
）
父
辛
寳
깻
鼎

西
周
燕
國
の
世
系
に
つ
い
て
は
、
白
川
靜
が
『
金

通
釋
』
で
諸
器
を
成
王
期

後
半
の
作
と
し

侯
旨
ら
四
人
を
召
公
の
同
輩
行
・
群
弟
と
考
え
て
い
る
他
、

M
1193

の
發
掘
後
は
前
述
の
⑦
李
學
勤
や
、
朱
鳳
瀚
「
房
山
琉
璃
河
出
土
之
克

器
與
西
周
早
期
的
召
公
家
族
」（『
遠
望
集
：
陝
西
省
考
古
硏
究
所
華
誕
四
十
周
年

紀
年

集
』
陝
西
人
民
出
版
社
、
一
九
九
八
年
）、
任
偉
「
西
周
早
期
金

中
的

召
公
家
族
與
燕
君
世
系
」（『
中
國
歷
史

物
』
二
〇
〇
三
年
第
一
期
）「
西
周
金

與
召
公
身
世
之
考
證
」（『
鄭
州
大
學
學
報
』
二
〇
〇
二
年
第
九
期
）、趙
庭
秀
「
早

期
燕
國
的
世
系
與
疆
域
探
幽
」（『
河
北
學
刊
』
一
九
九
三
年
第
四
期
）、
曲
英
傑

「
周
代
燕
君
世
系
考
辨
」（『
史
林
』
一
九
九
六
年
第
四
期
）「
周
代
燕
國
考
」（『
歷

史
硏
究
』
一
九
九
六
年
第
五
期
）
な
ど
が
、
克
或
い
は
舞
を
含
め
て
の
考
察
・
檢

討
を
行
っ
て
い
る
。

李
學
勤
は
は
じ
め
召
伯
父
辛
を
「
召
伯
」「
父
辛
」
の
二
人
の
人
物
で
あ
る
と

考
え
、
召
伯
が
す
な
わ
ち
召
公
、
父
辛
が
克
に
相
當
し
、
旨
・
伯
憲
・
伯
龢
の
三

人
が
克
の
子
で
あ
る
と
し
て
い
た
が
、後
に
考
え
を
改
め
「
論
高
靑
陳
莊
器
銘
〝

祖
甲
齊
公
〞」（『
東
嶽
論
叢
』二
〇
一
〇
年
第
一
〇
期
）お
よ
び『
三
代

明
硏
究
』

（
商
務
印
書
館
、
二
〇
一
一
年
）
に
お
い
て
は
後
述
の
任
偉
說
を
參
照
し
、
召
伯

父
辛
と
克
を
兄
弟
と
し
大
保
黹
（
集
成
二
三
七
二
・
集
成
一
〇
九
五
四
な
ど
）
を
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系
圖
に
加
え
た
新
た
な
說
を
述
べ
て
い
る
。

朱
鳳
瀚
は
召
伯
父
辛
が
召
公
そ
の
人
で
、
克
（
第
一
代
燕
侯
）・
旨
（
第
二
代

燕
侯
）・
伯
憲
（
召
氏
宗
子
）・
伯
龢
（
召
氏
分
族
の
祖
）
の
四
人
が
召
公
の
子
で

あ
る
と
考
え
て
い
る
。

任
偉
は
「
西
周
早
期
金

中
的
召
公
家
族
與
燕
君
世
系
」
中
で
白
川
說
、
陳
夢

家
『
西
周
銅
器
斷
代
』
に
代
表
さ
れ
る
召
伯
父
辛
が
召
公
で
旨
が
初
代
燕
侯
で
あ

る
と
す
る
舊
來
の
說
、
前
出
の
朱
鳳
瀚
說
、
舊
李
學
勤
說
な
ど
を
各
々
檢
討
し
た

後
、
召
公
が
他
器
で
は
公
・
太
保
・
保
と
し
か
呼
ば
れ
て
い
な
い
こ
と
な
ど
を
根

據
に
、
自
說
と
し
て
召
公
の
子
が
克
（
初
代
燕
侯
）
と
召
伯
父
辛
で
、
旨
（
第
二

代
燕
侯
）
は
克
の
子
、
伯
憲
（
召
氏
）
は
召
伯
父
辛
の
子
、
伯
龢
は
克
と
召
伯
父

辛
の
弟
の
子
で
あ
る
と
比
定
し
て
い
る
。

趙
庭
秀
は
克
を
人
名
と
見
な
さ
な
い
說
に
則
り
、M
1193

の
墓
主
が
燕
侯
舞

（
第
二
代
燕
侯
）
で
且
つ
初
代
燕
侯
で
あ
る
旨
の
子
で
あ
る
と
考
え
る
。

曲
英
傑
は
召
公
―
克
―
舞
（
父
辛
）
―
旨
と
い
う
親
子
關
係
を
想
定
し
、

侯

旨
作
父
辛
鼎
の
父
辛
は
梁
山
七
器
に
見
え
る
召
伯
父
辛
と
は
別
人
で
あ
る
と
考

え
、
ま
たM

1193

の
墓
主
を
舞
と
し
、
克
罍
・
克

は
父
か
ら
傳
わ
っ
た
も
の

と
推
測
し
て
い
る
。

以
上
の
各
說
の
中
で
は
、
李
學
勤
說
（
新
）・
朱
鳳
瀚
說
・
任
偉
說
・
曲
英
傑

が
比

的
強
い
說
得
力
を
有
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
特
に
曲
英
傑
說
は
す
っ
き

り
と
し
た
關
係
と
な
っ
て
お
り
理
解
し
易
い
が
、
梁
山
諸
器
の
作
成
年
代
は
器
制

か
ら
鑑
み
て
一
般
に
康
王
期
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
同
時
代
の

侯
旨
作
父
辛

鼎
と
全
く
關
係
が
な
い
の
か
に
つ
い
て
は
疑
問
が
殘
る
。
も
し
父
辛
と
召
伯
父
辛

が
同
一
人
物
で
伯
龢
ら
が
燕
侯
の
一
族
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
類
別
的
親
族
名
稱

を
用
い
甥
で
あ
る
彼
ら
が
叔
父
で
あ
る
父
辛
を
父
と
呼
稱
す
る
こ
と
は
特
に
不
自

然
で
は
な
い
。

い
ず
れ
の
說
が
正
し
い
か
に
つ
い
て
は

獻
に
よ
る
證
據
が
存
在
し
な
い
以

上
、
新
し
い
出
土
資
料
が
發
見
さ
れ
る
ま
で
は
未
だ
確
定
し
難
い
。

（
關
西
學
院
大
學
大
學
院
硏
究
員
）


